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保護者のみなさまへ  

 

 

茨木市青少年健全育成キャラクター 「ほっとけん！」    

 

 

 

 

●公会計化とは 

 小学校給食費の公会計は、 

①市が直接給食費を徴収し、市が直接食材を調達することによる責任 

の明確化 

②給食費の予算・決算が議会の審議や監査を受けることによる透明性 

の向上 

③保護者のみなさまが、指定される口座からの振替納付が可能になる 

 利便性の向上等 

を目的としています。 

 

 

 

 

平成２８年度から小学校給食費を 

公会計化しています！ 
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●小学校給食費の手続きについて 

 

小学校給食の申込みについては、「学校給食申込書」の提出をお願いします。「学校給

食申込書」は、記入事項に変更がなければ市立小学校を卒業するまで有効です。 

※振替口座などの変更が生じましたら、再度、「学校給食申込書」をご提出ください。 

 

学校給食申込書（１枚目）と口座振替納付依頼書（２枚目～４枚目）は、複写になっ

ています。お手数ですが、お子さま１人ごとに、それぞれ、必要事項をご記入のうえ、

各小学校に提出をお願いします。 

※４ページ以降に記入例がありますので、ご参考にしてください。 

  

 

●給食費は何に使われているのでしょうか 

保護者のみなさまからお支払いいただく小学校給食費は、毎日の給食に使用 

する食材の購入費用に使っています。 

 

※「学校給食法」では、給食の実施に必要な施設及び設備に関する経費並び  

 に人件費等は設置者（市）の負担、その他の経費は保護者の負担となって 

おり、市では食材費を勘案した額を給食費として保護者のみなさまにご負

担いただいています。 

                                                     

                                 

 

期日までに学校給食申込書兼口座振替納付依頼書等

を学校へ提出してください！！ 
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●小学校の給食費は、いくらでしょうか 

１食あたり、低学年（１・２年生）２２０円、中学年（３・４年生）２３０円、

高学年（５・６年生）２４０円です。 

年間１９５回（予定）の給食が実施された場合は、低学年４２，９００円、

中学年４４，８５０円、高学年４６，８００円です。給食の実施回数は学校に

よって異なります。 

 

                            （平成２8年度の内訳一覧） 

学年 給食費
パン 牛乳・ヨーグルト おかず
４５円 ５５円 １２０円
米飯 牛乳・ヨーグルト おかず
５４円 ５５円 １１１円
パン 牛乳・ヨーグルト おかず
４７円 ５５円 １２８円
米飯 牛乳・ヨーグルト おかず
５８円 ５５円 １１７円
パン 牛乳・ヨーグルト おかず
４９円 ５５円 １３６円
米飯 牛乳・ヨーグルト おかず
６２円 ５５円 １２３円

パ
ン
米
飯

給食費内訳

３・４年生 ２３０円

５・６年生 ２４０円

１・２年生 ２２０円

パ
ン
米
飯
パ
ン
米
飯

 

●小学校給食費の納付方法は 

口座振替（口座引落）による納付となります。 

当月分は翌月２０日、残高不足等による再振替は翌々月の５日です。 

学校ごとの実施回数×単価の実績額を徴収します。 

納付は５月から翌年４月（９月を除く、８月分は９月分と併せて１０月に振替えます）

までの年１１回に分けてお支払いいただきます。 

口座振替は、市内に本支店のある１８の金融機関が利用できます。 

市内に本支店を有する下記の金融機関から、給与振込口座などに使われている口座で

お申し込みください。下記金融機関であれば、茨木市内・市外を問わず、いずれの店舗

の口座でも指定できます。 

口座振替に係る手数料は、市が負担します。保護者のみなさまには、給食費（食材費

を勘案した額）のみをご負担いただくことになります。 

 

※口座振替手続ができる金融機関 

 

 

 

 

 

 

三菱東京 UFJ 銀行、りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、滋賀銀行、近畿大阪銀行、 

池田泉州銀行、京都銀行、三井住友信託銀行、関西アーバン銀行、大正銀行、 

北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫、大阪信用金庫、近畿労働金庫、近畿産業信用組合、 

茨木市農業協同組合、ゆうちょ銀行 
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■学校給食申込書及び口座振替納付依頼書の記入方法 

学校給食申込書及び口座振替納付依頼書は４枚複写になっています。ボール

ペン（消せるボールペンは不可）で強めに記入してください。 

お手数ですが、お子さま１人ごとに学校給食費の口座振替の手続きが必要で

すので、よろしくお願いします。 

学校給食申込書の記入例 (1枚目) 

 

 
        

        
        
     

  

 
        
        
     

  

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

※ 記入例は、新一年生のものです。 

お子さまが在校生の場合は、学年、組、出席番号をご記入ください。 

 

○○ ○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ 

○○ 

４枚目まで複写になっているか 

確認をお願いします。 
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口座振替納付依頼書の記入例（２枚目以降） 

 

① 金融機関（ゆうちょ銀行以外）の場合  

□ □ □ 茨 木 太 郎
イ バ ラ キ タ ロ ウ

給食費の引落しを希望する口座
をご記入ください。
（保護者名義でなくても可）

５６７ ８５０５イ バ ラ キ イ チ ロ ウ

茨 木 一 郎
茨木市駅前三丁目８番13号

○ ○ △ △

７

木
茨イ バ ラ キ イ チ ロ ウ

茨 木 一 郎

5 4 16 23

茨木市駅前三丁目８番13号

５６７ 8505

０７２ ６２２ ８１２１

０７２ 622 8121

児童ごとに１枚（茨木市立小学校に通うお子さまが２人のときは２枚）の口座

振替納付依頼書をご記入ください。

児童名等（学校、学級、氏名）・納付義務者（保護者等氏名、住所、電話）に
ついては、『学校給食申込書』の記入により複写となっていますので、記入
の必要はありません。

金融機関届出印を押してください。

３枚目にも忘れず押してください。

印は鮮明に押印してください。

○○

○○

○○

○○○○

○○

押印が不鮮明な

場合は、返却に

なります。

 

※期日までに、各学校までご提出ください。 

※後日、保護者控えを学校から返却しますので、４枚目を切り離さないでください。 

 

口座振替手続ができる金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

三菱東京 UFJ 銀行、りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、 

滋賀銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、京都銀行、 

三井住友信託銀行、関西アーバン銀行、大正銀行、 

北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫、大阪信用金庫、近畿労働金庫、 

近畿産業信用組合、茨木市農業協同組合、ゆうちょ銀行 
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② ゆうちょ銀行の場合 

 

□ □ □

○○

茨 木 太 郎
イ バ ラ キ タ ロ ウ

給食費の引落しを希望する口座
をご記入ください。
（保護者名義でなくても可）

５６７ ８５０５イ バ ラ キ イ チ ロ ウ

茨 木 一 郎
茨木市駅前三丁目８番13号

７
木
茨イ バ ラ キ イ チ ロ ウ

茨 木 一 郎

5 4 16 23

茨木市駅前三丁目８番13号

５６７ 8505

０７２ ６２２ ８１２１

０７２ 622 8121

児童ごとに１枚（茨木市立小学校に通うお子さまが２人のときは２枚）の口座

振替依頼書をご記入ください。

児童名等（学校、学級、氏名）・納付義務者（保護者等氏名、住所、電話）に
ついては、『学校給食申込書』の記入により複写となっていますので、記入
の必要はありません。

金融機関届出印を押してください。

３枚目にも忘れず押してください。

印は鮮明に押印してください。

81 00 94

押印が不鮮明な

場合は、返却に

なります。

○○

○○○○○○

○○

 

※期日までに、各学校までご提出ください。 

※後日、保護者控えを学校から返却しますので、４枚目を切り離さないでください。 
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学校給食を停止（休日を除く連続３日以上）しようとする場合は、ケガや病

気で長期欠席するときや転校するときは、停止しようとする日の平日の３日前

まで、その他の理由によるときは、前月の１５日までに、「学校給食停止（再開）

届」を学校に提出してください。 

また、停止していた給食を再開したい場合も、給食を再開したい日の平日３

日前までに「学校給食停止（再開）届」を学校に提出してください。 

 

※届出書（様式第６号）、申請書（様式第４号）は学校にあります。 

また、市ホームページのトップページの「電子サービス」内の「小学校給食

に関する申請書・届出書等」からもダウンロードできます。 

※給食を止める手続きをされない場合は、給食費はそのまま請求されますの 

で、ご注意ください。 

※再開の手続きが遅れますと、給食を提供できない日が発生しますので、ご 

注意ください。 

※提出日から食材発注停止まで２日間を要するため、３日前までに手続きし 

てください。 

 

● 茨木市学校給食（停止・再開）届 

長期欠席や転出等で給食を中止、または給食を再開する場合は、 

忘れずに届出を！！ 
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食物アレルギー等で年間を通じて給食を全部または一部食べられない場合は、

主治医の指示等の情報について、学校と十分に相談をしていただき、「学校給食

費減額申請書」を学校に提出してください。新入生のかたは、できるだけ入学

式までに申請書の提出をお願いします。申請により、給食の全部、または一部

（給食区分ごと）を食べない場合は、その分の学校給食費は徴収しません。 

 

※食物アレルギー等で中止される方は主治医の学校生活管理指導表の提出が

必要です。 

 ※おかずの一部にアレルギー原因食品があってそれを食べなくても、他のお

かずを食べる場合は、おかず代は徴収します。 

 ※有効期間（期限）は翌年３月までですので、毎年申請してください。 

※提出日から食材発注停止まで２日間を要するため、３日前までに手続きし 

てください。 

 

 

 

 

● 茨木市学校給食費減額申請書 

アレルギー等で給食を全部または一部中止するときは、申請を！！ 
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給食費に関する Q＆A 
 

 

 

Q１ いくら払えばいいか、お知らせはいつ頃来ますか？ 

A１ ５月上旬頃に、学校を通じて「納付額決定通知書」をお配りする予定です。 

その通知書には、お支払いいただく給食費の額や納期限が記載されていま

すので、そちらでご確認ください。 

 

 

Q２ PTA会費や教材費も給食費と一緒に市が徴収することになるのですか？ 

A２ PTA会費や教材費、校外活動費、修学旅行積立金などの学校徴収金は、学 

校ごとに種類や時期、金額等が異なるため、「公会計化」の対象とはなっ 

ていません。このため、これまでどおり学校で徴収を行います。 

 

 

Q３ 保護者名と口座名義人が違っていても、手続きはできますか？ 

A３ 可能です。 

 

 

 

Q４ 口座振替が残高不足等で引落しができなかった場合はどうなりますか？ 

A４ 毎月、２０日に前月分の給食費の口座振替（口座引落）をします。残高不 

足等により引落不能となった場合は、翌月の５日に再振替します。それで

も引落不能となった場合は、学校を通じて納付書をお渡しします。納期限

までに、基本的には銀行窓口の開設時間内（平日の午前９時～午後３時）

に、納付書を使って納付していただくことになりますので、共働きのご家

庭など、平日の日中に銀行窓口へ行く時間が取れない方は、給与振込口座

などに使われている口座をご指定いただくことをお勧めいたします。 

 

 

 

Q５ 納付書はコンビニで支払えますか？ 

A５ コンビニでの納付ができる公金の種類は、地方自治法やその他の法律で定 

められています。学校給食費については、この費用に該当しないため、コ

ンビニでの納付（支払）はできません。 
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Q６ 経済的に給食費を負担することが困難です。どうしたらよいでしょうか？ 

A６ 前年中の一世帯あたりの所得総額が、所得基準額以下のご家庭や、基準額 

を超える場合でも、特別な事情により、現在の収入が前年中の収入より著

しく減少する場合等は、申請により就学援助の認定を受けられる場合があ

ります。お子さまが通う学校、あるいは教育委員会学務課学事係（℡

072-620-1684）に一度ご相談ください。 

 

 

 

Q７ 小学校にお金を持って行ってもいいですか？ 

A７ 学校では現金のお預かりはいたしません。なお、特別の事情がある場合は、 

学校または、教育委員会学務課保健給食係（℡072-620-1681）までご連絡

ください。 

 

 

Q８ 口座振替納付依頼書を失くしてしまいました。どうしたらいいですか？ 

A８ 口座振替納付依頼書は、各学校にありますので、お申し出ください。 

 

 

 

Q９ 給食費をずっと滞納しているとどうなりますか？ 

A９ 納付いただけない人に対しては、納付されている人との負担の公平性の確 

保と財政上の収入の確保に必要な取組みとして、裁判所に対し、支払督促

等を申立てる法的措置を行います。 

 

 

         

お問い合わせ先  

茨木市教育委員会 学務課 給食費担当 電話 ０７２－６２０－１６８１  

                  就学援助担当 電話 ０７２－６２０－１６８４ 

 

 http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kyoikuiinkaikyoikusoumu/gakumu 

平成 28 年 11 月発行 


